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〔基本方針〕 
  

社会保険制度は、国民生活のセーフティーネットとして欠かせない制

度ですが、わが国では少子高齢化が急速に進んでおり、持続可能な社会

保障制度を構築することが喫緊の課題であり、将来の世代に現行の社会

保障制度を継承するためには、すべての世代が能力に応じて負担を分担

し、必要な社会保障サービスを必要な者に提供する「全世代型社会保障」

の構築が極めて重要になります。 

令和７年年金制度改正により年金制度が順次見直される中、新政権に

よる新たな社会保障改革が丁寧な議論を積み重ねた上で結果が示される

ことに期待いたします。 

当協会としては、社会保険制度が健全かつ安定的に運営され、会員事

業主、被保険者およびその家族、年金受給者の皆様が健康で長く働き、

長期にわたり年金を受け取れるよう支援するため、今後の社会保障制度

の改正等に関する情報の周知を図るとともに、デジタル化を推進しなが

ら広報事業をはじめ、健康と福利の増進を目指す各種事業を展開してま

いります。 

 

 

〔実施事項〕 
 

  当協会は、以下の各事業を推進します。 

 

１．広報活動の推進 

社会保険各法の周知および事業の円滑な運営を支援するため、日本年

金機構各年金事務所および全国健康保険協会宮城支部等と連携し、関連

情報の提供および各種事業の周知を目的とした広報活動を積極的に展

開します。 

主な媒体として、広報誌「社会保険みやぎ」を隔月発行し、年6回の

編集・発行を行うとともに、デジタル広報媒体の拡充を図るため公式ホ

ームページを活用し、迅速な情報提供と各種手続きのオンライン化を進

めます。 

 

 

２．講習会等の開催 

（1）新任担当者向け事務講習会 

事業所の新任事務担当者等を対象に、社会保険制度の仕組みや事

務手続きに関する講習会を開催します。 



（2）年金シニアライフセミナー 

事業所の退職予定者等を対象に、定年退職後の豊かで健康的なシ

ニアライフを支援するため、専門家を招き、具体的なライフプラン

ニングや健康維持の方法について土曜日開催を含めた講演を実施し

ます。 

 

 （3）年金制度説明会 

日本年金機構年金事務所と共催で、令和７年年金制度改正等の説

明会の開催に向けて取り組みます。 

 

 

３．健康づくり事業の実施 

（1）講習会および実技指導 

管理栄養士・運動療法士等による講習会や実技指導を会員事業所

で実施し、会員および従業員の健康維持の方法について専門家を招

き講演します。 

 

（2）健康づくりＤＶＤの貸出しおよび無料視聴 

健康づくりに役立つＤＶＤを貸出し、公式ホームページ上では無

料で視 聴できるコンテンツの提供を強化します。 

 

 

４．健康増進事業の実施 

（1）通年ハイキング 

民間企業が企画する「みやぎ歩け歩け大会」への参加費を助成し、

地  域コミュニティーの交流を促進します。 

 

（2）スキー場リフト等優待およびスキースクール助成 

スプリングバレー泉スキー場のリフト優待券および芋煮会・ジッ

プラ イン優待券を発行するとともにスキースクール（スノーボー

ド含む）助成し、家族や地域住民との交流を支援します。 

 

（3）指定保養所の宿泊助成 

被保険者および被扶養者の心身のリフレッシュを促進するため、

期間限定の宿泊助成キャンペーンを実施します。新たに指定保養所

の宿泊費の助成額を大幅に拡充することで、より利用しやすい環境

を整えます。 

    

 

 

５．福利厚生事業の推進 

（1）宿泊施設等の優待事業の推進 



一般社団法人全国社会保険協会連合会との連携を強化し、会員事

業所向けの「施設利用会員証」を発行するとともに、従業員向けの

宿泊等の優待サービスを提供します。 

 

（2）その他福利厚生事業の推進 

レクリエーション活動や家族向けイベントの開催など、多様な福

利厚 生サービスを提供します。 

 

 

６．社会保険委員会への協力 

（1）社会保険委員会との連携強化 

  社会保険委員（職域型年金委員・健康保険委員）会との連携を強

化するため、「月刊社会保険」の発送費用の支援を中断し、経理事

務等の協力を強化します。 

 

（2）年金委員表彰への協賛 

「年金委員・健康保険委員会等表彰式」の際、年金委員への表彰

に協賛します。 

 

 

７．その他実施事項 

（1）説明会等の開催支援 

社会保険各法またはその改正説明会や日本年金機構が実施する年

金制度説明会等を共催するなど、理解促進や健康づくり等に努めま

す。 

 

（2）年金相談センターおよび年金相談コーナーの後方支援 

「街角の年金相談センター仙台」及び各年金事務所「年金相談コ

ーナー」に対する広報を支援します。 

 

（3）会員事業所への参考図書の送付 

会員事業所に対し参考図書として「社会保険実務の手引き」を送付

します。 

 

（4）優良図書、出版物等の斡旋配付 

社会保険に関連する優良図書および会社の経営や福利厚生などの

出版等の斡旋を行います。 

 

（5）社会保険協会長表彰の実施 

   社会保険制度の推進に貢献した個人や団体を表彰します。 

 

 



（6）宮城県ポスターコンクールの後援 

年金制度の普及・啓発を目的とした中学生向けのポスターコンク

ールを協賛し、入賞作品をホームページ等に掲載します。 

 

（7）行政機関等との連携の推進 

   本年度は、専門性の高い情報発信を行うため、さらに行政機関と

の連 携を強化します。具体的には、宮城労働局へ「社会保険実務

の手引き」への記事掲載を通じ、法令遵守や労働環境改善に関する

有益な情報を広く発信し、事業の社会的信頼性を高めます。 

また、今年度も宮城県保健福祉部健康推進課や各地域の保健所と

密接 に連携し、講習会・セミナーへ専門講師の派遣を依頼します。

行政の知見を活かした質の高いプログラムを提供することで、参加

者の満足度向上と実効性のある健康づくりを提案します。 

 

 （8）HPの会員限定ページの利便性向上 

    会員限定ページの掲載コンテンツを拡充し、優待券やパスワード

を集約します。アクセシビリティ（情報の見つけやすさ）とユーザ

ビリティ（操作のしやすさ）を同時に高めることで、誰もが特典を

使いこなせる環境を整備し、会員の満足度向上とサイト利用の習慣

化を実施します。 


